
平成２６年度予算案の概要 

（雇用均等・児童家庭局） 
 

 子ども・子育て支援の充実のため、平成２６年度の消費税増収分による「社

会保障の充実」のうち約３，０００億円を充てるなどにより、「待機児童解

消加速化」プランの強力な推進、放課後児童クラブの充実、ほか地域の子育

て支援の充実を図る。母子保健医療対策の強化、ひとり親家庭支援の推進な

どにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する。 

 また、女性の活躍促進に向けて、ポジティブ・アクションの取組みを推進

するとともに、育児・介護を行う労働者の仕事と家庭の両立支援策を推進す

る。 

 さらに、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保などにより、安心し

て働くことのできる環境を整備する。 

 

≪主要事項≫ 

 

１ 待機児童解消などに向けた取組 

２ 母子保健医療対策の強化 

３ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 

４ 児童虐待・ＤＶ対策、社会的養護の充実 

５ 児童手当制度 

６ 仕事と育児の両立支援策の推進（再掲） 

 

 

１ 女性の活躍促進 

２ 仕事と育児・介護の両立支援策の推進 

３ パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進 

４ 多様な働き方に対する支援の充実 

 

 

 

１ 被災した子どもへの支援（復興庁計上） 

２ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上） 

第第１１  子子どどももをを産産みみ育育ててややすすいい環環境境づづくくりり 

第第２２  女女性性のの活活躍躍促促進進とと安安心心ししてて働働くくここととののででききるる環環境境整整備備 

第第３３（（復復興興関関連連））東東日日本本大大震震災災かかららのの復復興興へへのの支支援援 
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≪予算額≫ 

 
（単位：億円） 

会計区分 
平成 25 年度 

当初予算額 

平成 26 年度 

予 算 案 
増▲減額 伸び率 

 

 

一般会計 

 

 

年金特別会計 

子どものための 

金銭の給付勘定 
 

うち、児童育成事業費 

 

 

 

労働保険特別会計 

 

労災勘定 

 

雇用勘定 

 

 

 

東日本大震災復興

特別会計 

 

 

 

 

２０，０１８ 

 

 

 

 

 
 

６５７ 

 

 

 

８８ 

 

３．５ 

 

８４ 

 

 

 

３４ 

 

 

２１，４０９ 

 

 

 

 

 
 

６６０ 

 

 

 

１０４ 

 

２．９ 

 

１０１ 

 

 

 

４６ 

 

 

１，３９０ 

  

 

 

 

 
 

３ 

 

 

 

１６ 

  

▲０．７ 

 

１７ 

 

 

 

１２ 

 

 

＋6.9％ 

 

 

 

 

 
 

＋0.5％ 

 

 

 

＋18.6％ 

 

▲19.1％ 

 

＋20.2％ 

 

 

 

＋36.5％ 

※ 数値は端数処理の関係上一致しないものがある。 

 
 
 
 
 
 
 

平成２６年度における社会保障・税一体改革による社会保障の充実 

 ・子ども・子育て支援の充実（公費）２，９９５億円 

（保育緊急確保事業２，３０７億円（内閣府計上）、保育所運営費６０８億円、児童入所施設

措置費８０億円） 

 

 ・小児慢性特定疾患への対応（２７年１月～）医療費の義務的経費化：（公費）５３億円、 

自立支援事業の創設：（公費）４．６億円 

-2-



 

 

１ 待機児童解消などに向けた取組（参考１、２、３） 

（平成 25 年度当初予算額）     （平成 26 年度予算案） 

４，９２７億円 → ６，５８０億円 

 

「待機児童解消加速化プラン」を強力に進め「緊急集中取組期間」（平成２５・２６年

度）で約２０万人分、潜在ニーズを含め、保育ニーズのピークを迎える平成２９年度末

までに合わせて約４０万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指す。 

このため、消費税増収分を財源とし、内閣府に計上する「保育緊急確保事業」と合わ

せて保育の充実を図る。 

 

（１）「待機児童解消加速化プラン」の推進等（一部消費税財源） ６，２４８億円 

（この他内閣府予算６８１億円） 

①保育所運営費の充実による保育所受入児童数の拡大（一部消費税財源） 

 保育所受入児童数の拡大のために必要な保育所運営費を確保することとし、量

拡大分については、消費税財源を活用する。 

 

②新制度の先取りとなる小規模保育等の支援（消費税財源による「保育緊急確保

事業」（内閣府計上）） 

 保育所と共に保育の受け皿を確保するため、新制度の先取りとなる以下の事業

等を支援する。 

  ・小規模保育、グループ型保育 

  ・家庭的保育（保育者の居宅等で行う保育） 

  ・幼稚園における長時間預かり保育 

  ・認可を目指す認可外保育施設の運営等への支援 

  ・認定こども園（保育所型、幼稚園型）の運営への支援 

  ・民有地マッチング事業 

 

③保育士の処遇改善（消費税財源による「保育緊急確保事業」（内閣府計上）） 

 保育を支える保育士確保を図るため、民間保育所の職員の平均勤続年数に応じ

た賃金改善のための上乗せ額を、通常の保育所運営費とは別に交付し、保育士の

処遇改善を図る。また、保育体制の強化のため、保育士の負担軽減を図るための

支援者を活用する場合に支援を行う。 

 

 

 

第第１１  子子どどももをを産産みみ育育ててややすすいい環環境境づづくくりり 
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④保育を支える保育士人材確保対策 

 保育士の処遇改善や保育士の負担軽減を図る事業に加え、潜在保育士の再就職

支援等を推進するとともに、新制度の円滑な実施に向けた資格取得支援等を新た

に実施し、保育士確保対策の強化を図るため、「安心こども基金」の積み増しを行

う。 

 

⑤利用者支援（消費税財源による「保育緊急確保事業」（内閣府計上）） 

 子育て家庭が、そのニーズに応じて、地域の教育・保育施設や子育て支援事業

を適切に選択、利用できるよう、身近な場所で必要な支援を実施する。 

 

⑥保育所等の整備の安定的な支援 

 従来、補正予算により行ってきた保育所等の整備支援について、本体部分（補

助率かさ上げ部分を除く）を当初予算により安定的に支援を行うこととし、補正

予算（補助率かさ上げ分）とあわせて「安心こども基金」に積み増しする。 

 

⑦多様な保育の提供 

 保護者の働き方や地域の実情に応じた多様な保育を提供するため、延長保育、

休日・夜間保育、病児・病後児保育等の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の子ども・子育て支援の推進（消費税財源による「保育緊急確保

事業」（内閣府計上）） 

（内閣府予算３６２億円） 

放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業などの新制度に基づき市町村が実

施する事業等について「保育緊急確保事業」として先行的に実施し、施策の充実・

推進を図る。 
 
・放課後児童クラブについて、保育所の利用者が就学後も引き続き円滑に利用で

きるように、「小１の壁」の解消に向け、開所時間の延長を促進する。 

 

（参考）【平成 25 年度補正予算案】 
○待機児童解消対策と女性の活躍促進                              １６９億円 

（安心こども基金） 

保育所等の整備（補助率かさ上げ分）を確保するとともに、小規模保育、幼稚園に

おける長時間預かり保育等新制度の先取り、認可を目指す認可外保育施設への運営費

支援（平成２５年度分）等を、安心こども基金を積み増し、平成 26 年度当初予算と

あわせて実施する。【所要額６６６億円】 
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・ 子育て支援拠点施設を設置し、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談

等を行う地域子育て支援拠点事業の推進を図る。 

 

・ 家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、保

育所等で一時的に預かり、必要な保護を行う一時預かり事業の推進を図る。 
 

・ 児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、援助を行うことを希望

する者との相互援助活動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポート・

センター事業の推進を図る。         等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）放課後児童対策の充実                ３３２億円 

（この他内閣府予算５１億円） 

  ①放課後児童クラブについて、保育の利用者が就学後に引き続いて利用できるよう、

充実を図る。 

 

  ②放課後児童クラブについて、「小１の壁」の解消に向け、開所時間の延長を促進す

る。（再掲）（消費税財源による「保育緊急確保事業」（内閣府計上）） 

 

保育緊急確保事業                   １，０４３億円 

〔対象事業〕                       （内閣府計上） 

  ・小規模保育運営支援事業    ・グループ型小規模保育事業 

  ・へき地保育事業 

  ・幼稚園における長時間預かり保育支援事業 

  ・家庭的保育事業        ・認定こども園事業 

  ・保育士等処遇改善臨時特例事業 ・保育体制の強化 

  ・認可移行総合支援事業（運営費支援、調査費、移転費）        

  ・民有地マッチング事業 

  ・放課後児童クラブの充実（利用意向を反映した開所時間延長への対応） 

・地域子育て支援拠点事業    ・一時預かり事業 

  ・ファミリー・サポート・センター事業         

  ・乳児家庭全戸訪問事業     ・養育支援訪問事業    

  ・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業      

  ・子育て短期支援事業      ・利用者支援事業 

・新規参入施設への巡回支援事業 
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２ 母子保健医療対策の強化 

２５８億円 → １８８億円 

 

（１）地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化【一部新規】（参考４） １１億円 

妊娠・出産などに関して悩みを持つ方からの相談や情報提供などを行う地域の

相談・支援拠点である「女性健康支援センター」に全国統一の電話番号を設ける

など、相談・支援体制を充実するとともに、「不妊専門相談センター」においては、

土日の講習会の実施等により相談しやすい環境の整備を図る。 

また、妊産婦等の支援ニーズに応じ、必要な支援につなぐ母子保健コーディネ

ーターの配置、産科医療機関からの退院直後の母子への心身のケアや育児のサポ

ートなどを行う産後ケア事業、妊産婦の孤立感の解消を図るために相談支援を行

う産前・産後サポート事業といった各地域の特性に応じた妊娠から出産、子育て

期までの切れ目ない支援を行うためのモデル事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）慢性疾患を抱える児童などへの支援【一部新規】（一部消費税財源）（参考５） 

 １３９億円 

 平成 26 年通常国会に児童福祉法の一部を改正する法律案を提出し、平成 27 年

１月から、慢性疾患を抱える児童等について、新たな公平かつ安定的な医療費助

成の制度を確立し、患児家庭の医療費の負担軽減を図る。 

また、慢性疾患を抱える児童等の自立を促進するため、療養生活に係る相談や

地域の関係者が一体となって自立支援を行うための事業を行う。併せて、その治

療や研究に資する登録管理データの精度向上のための仕組みを構築する。 

 
 

 

 

 

 

（参考）【平成 25 年度補正予算案】 

○待機児童対策と女性の活躍促進                           １６９億円 

配偶者間の不妊治療に要する費用の助成等を行う。      （安心こども基金） 

 ※ ４０歳未満の年間助成回数について、現行の初年度３回までから、６回まで

助成可能にするとともに、不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成対象範囲

等の見直しが円滑に施行されるよう、都道府県等に対し、対象者や医療機関等

に対する周知や、施行のための準備に要する経費を補助する。 

【所要額１３２億円】 
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３ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 

１，９２１億円 → １，８７８億円 

 

（１）ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化【一部新規】（参考６）  

９２億円 

    ひとり親家庭の自立を支援し、子どもの貧困対策にも資するため、就業支援、

子育て・生活支援、養育費確保支援など総合的な自立支援を推進する。 

特に、ひとり親家庭の様々な課題に対し、適切な支援メニューを組み合わせて

総合的・包括的な支援を行うため、相談体制の強化等を図るとともに、転職・キ

ャリアアップ支援等の就業支援関連事業の充実強化や、子どもに対するピア・サ

ポート（当事者等による支援）を伴う学習支援等の推進を図る。 

 

（２）自立を促進するための経済的支援           １，７８７億円 

 ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や技能習得等に必要

な資金など母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援を行う。 

平成 26 年通常国会に改正法案を提出し、児童扶養手当の公的年金との併給制限

を見直し、手当より低額の年金を受給する場合にはその差額分を支給することや、

母子寡婦福祉貸付金の貸付対象を父子家庭に拡大すること等、必要な措置を講ず

る。 

 

 

４ 児童虐待・ＤＶ対策、社会的養護の充実 

  ９８９億円 → １，０５３億円 

 

（１）児童虐待防止対策の推進、社会的養護の充実        １，０３２億円 

①児童虐待防止対策の推進【一部新規】 

児童相談所等の専門性の確保・向上を図り、相談機能を強化するとともに、市町

村の対応力向上を図るため、都道府県（児童相談所）による市町村への支援を強化

し、適切な役割分担の下に相互連携の促進を図る取組を充実する。 

 

②家庭的養護の推進（一部消費税財源） 

虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもを、地域社会の中でより家庭

的な環境で養育・支援することができるよう、里親・ファミリーホームへの委託を

進めるとともに、既存の建物の賃借料や施設整備費に対する助成を行い、小規模

グループケアやグループホーム等の実施を推進する。 
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③被虐待児童などへの支援の充実【一部新規】 

児童家庭支援センターの箇所数の増や退所児童等へのアフターケアを行う事業

の箇所数の増を図るとともに、人材確保のため、児童養護施設等で行われる実習

の充実や就職の促進を図る。 

 

④児童養護施設等の防災対策の推進【新規】 

児童養護施設等の防災対策を推進するため、耐震化やスプリンクラーの設置等

に要する費用に対して補助を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）配偶者からの暴力（DV）防止など婦人保護事業の推進【一部新規】（一部再掲） 

    ５９億円 

配偶者からの暴力（DV）被害者に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支

援等の取組を推進するとともに、婦人相談所において一時保護された者などが、地域

で自立し、定着するための支援を行うモデル事業を実施する。 

 

 

５ 児童手当制度    １兆４，３１１億円 → １兆４，１７８億円 

 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

 

 

６ 仕事と育児の両立支援策の推進（再掲・９ページ参照） 

７３億円 → ８８億円 

 

 
 

（参考）【平成 25 年度補正予算案】 
○児童養護施設等の防災対策の推進                              ６億円 

児童養護施設等の防災対策を推進するため、耐震化やスプリンクラーの設置等に要

する費用に対して補助を行う。 

 

○（独）福祉医療機構への政府出資（児童養護施設等の防災対策の低利融資）     ４．６億円 

児童養護施設等の耐震化やスプリンクラーの設置等を推進するため、（独）福祉医

療機構が低金利かつ長期の貸付を行うことにより設置者の自己負担を軽減できるよ

う、政府出資により同機構の財務基盤を強化する。 
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１ 企業におけるポジティブ・アクション（女性の活躍促進）の取組促進 

     ６．３億円 → ８．３億円 

 

（１）ポジティブ・アクションの推進【一部新規】          ８億円 
 女性がスキルアップを図りつつ活躍できるようポジティブ・アクションに取り

組む企業を支援するため、助成措置を創設するとともに、企業に対する直接的な

ポジティブ・アクションの取組や情報開示促進の働きかけや、積極的に取り組ん

でいる企業等の表彰の充実など、役員や管理職への女性の登用拡大に向けたキャ

ンペーンを行う。 

また、女性が子どもを産み育てながら、管理職として登用され、活躍できる企

業を増やすため、先進的な事例の収集・情報提供を行う。 

 

（２）メンター制度及びロールモデルの普及促進【一部新規】 ３５百万円 
中小企業の女性労働者がネットワークを作り、相互研さんや研修等を実施する

仕組み作りを支援するため、ネットワーク参加者に加え、仕事と子育てを両立し

つつ管理職として活躍している女性も参加する交流会の開催や、ネットワーク参

加者及びネットワーク構成メンバーの所属する企業以外の企業の人事労務担当者

や女性労働者等を対象とした公開勉強会の開催などにより、メンター（※1）やロ

ールモデル（※2）の普及・定着支援を行う。 

 

（※1）メンター：後輩から相談を受け、問題解決に向けサポートする人物 

（※2）ロールモデル：豊富な職務経験を持ち、模範となる人物 

 

 

２ 仕事と育児・介護の両立支援策の推進    ７３億円 → ８８億円 

 

（１）仕事と育児が両立可能な再就職支援事業の実施【新規】  ４７百万円 
託児付き再就職支援セミナー、ブランクのある女性の再就職支援の相談・情報

提供を行う「カムバック支援サイト（仮称）」の創設や再就職後のステップアップ

雇用管理モデルの普及促進など、育児により一定期間にわたり仕事から離れてい

た労働者が職場復帰への不安を解消できるよう再就職に向けた総合的な支援を行

う。 

 

（２）育児休業を取得しやすい環境の整備【一部新規】    ２．８億円 
育児休業取得後の円滑な復職支援のため、中小企業の労働者の個々人のニーズ

に応じた「育休復帰支援プラン（仮称）」の策定・利用支援等を行う。また、イク

メンプロジェクトの拡充等により、男性の育児休業取得促進のための環境整備を

行う。 

 

 

第第２２  女女性性のの活活躍躍促促進進とと安安心心ししてて働働くくここととののででききるる環環境境整整備備 
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（３）仕事と子育ての両立支援                     ８４億円 
 仕事と子育ての両立を実現するため、育児・介護休業法の周知徹底を図るとと

もに、平成 25 年 12 月に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」による

事業所内保育施設設置・運営等支援の拡充を図り、事業主に対する助成制度を充

実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）仕事と介護の両立支援【一部新規】               ６７百万円 
 介護を行っている労働者の継続就業を促進するため、実証事業を行うことによ

り、企業及び労働者の具体的課題を把握し、対応策を検討するとともに、シンポ

ジウムの開催等を行う。 

 

（５）テレワークの普及・促進【一部新規】         ５４百万円 
   仕事と子育て等の両立が可能となる適正な労働条件下でのテレワークの普及・促

進のため、適切な人事評価等が可能となる新たなテレワークモデルを確立するため

の実証事業の実施、子育て・介護のためのテレワーク活用の好事例集の作成・周知

を行う。 

   在宅就業については、適正な契約条件で、安心して在宅就業に従事することがで

きるよう、在宅就業者や発注者等を対象としたセミナーの開催、相談対応等の支援

事業を実施する。 

 

 

 

３ パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保の推進【一部新規】 

    ７．４億円 → ８億円 
 

  平成 26 年通常国会にパートタイム労働法改正法案を提出し、パートタイム労働

者の均等・均衡待遇の確保を一層推進する。 

また、パートタイム労働法に基づく指導、専門家による相談・援助、職務分析・

職務評価の導入支援等により、パートタイム労働者の雇用管理改善の取組を推進

する。 

さらに、パートタイム労働者の均等・均衡待遇に積極的な企業の表彰制度の創

設など、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組推進に向けた機運醸成を図

り、あわせてパートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組む。 

 

（参考）【「好循環実現のための経済対策」（平成 25 年 12 月５日閣議決定）】 
○事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の拡充          制度要求 

 現行の施設利用要件である「入所乳幼児数のうち自社で雇用する雇用保険被保険者

の労働者の子が利用者の半数以上」を、平成 26 年１月から「入所乳幼児のうち自社

で雇用する雇用被保険者の労働者の子が１人以上、かつ、入所乳幼児数に占める雇用

保険被保険者の子の人数が定員の半数以上」に要件緩和する。 
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４ 多様な働き方に対する支援の充実（再掲）  １億円 → １．１億円 

 

（１）短時間正社員制度の導入・定着の促進（再掲）       ５２百万円 
    短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、ノウハウの提供や制度導入に

係るセミナーの実施等を行う。 

 

（２）テレワークの普及・促進（再掲）           ５４百万円 

 

 

 
  

 

 

１ 被災した子どもへの支援【新規】（復興庁計上）（参考７） 

                           ４０億円 

 

被災した子どもへの支援を強化するため、仮設住宅に住む子どもが安心して過ご

すことができる居場所づくり事業や、子育て世帯を訪問し心身の健康に関する相談･

支援を行う事業の創設、子どもの心のケア事業について体のケアにも拡大､遊具の設

置等について対象を被災３県に拡大するなど､総合的な支援を図る。 

 

 

２ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上） 

                   ３４億円 → ５．７億円 

 

東日本大震災で被災した児童福祉施設等のうち、各自治体の復興計画で、平成

26 年度に復旧が予定されている施設等の復旧に必要な経費について、財政支援を

行う。 

 

 

第第３３（（復復興興関関連連））東東日日本本大大震震災災かかららのの復復興興へへのの支支援援 
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（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）
で
あ
る
。

（
注
２
）
計
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
３
）
「
保
育
緊
急
確
保
事
業
」
の
国
分
（
1
,0
4
3
億
円
）
は
内
閣
府
、
保
育
所
運
営
費
の
国
分
（
3
0
4億
円
）
は
厚
生
労
働
省
で
対
応
。

事
項

事
業

内
容

計
国
分

地
方
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実

待
機
児
童
解
消
の
推
進
と
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

の
充
実

（
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
推
進
、
保
育
緊
急

確
保
事
業
の
実
施
）

2
,9
1
5

1
,3
4
8

1
,5
6
8

社
会
的
養
護
の
充
実

8
0

4
0

4
0

育
児
休
業
中
の
経
済
的
支
援
の
強
化

6
4

5
6

8

医
療
・
介
護

の
充
実

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
体
制
改
革

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
の
推
進
等

（
１
）
消
費
税
財
源
の
活
用
に
よ
る
診
療
報
酬
の
改
定

（
２
）
新
た
な
財
政
支
援
制
度
の
創
設

9
0
0
億
円
程
度

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

（
認
知
症
に
係
る
地
域
支
援
事
業
の
充
実
等
）

4
3

2
2

2
2

医
療
保
険
制
度
の
改
革

国
民
健
康
保
険
等
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
措
置
の
拡
充

6
1
2

0
6
1
2

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し

4
2

3
7

5

難
病
・
小
児
慢
性
特
定

疾
患
へ
の
対
応

難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
患
に
係
る
公
平
か
つ
安
定
的
な
制

度
の
確
立
等

2
9
8

1
2
6

1
7
2

年
金
制
度
の
改
善

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
対
象
拡
大

1
0

1
0

0

合
計

5
,0
0
0
億
円
程
度

（
注
１
）

平
成
2
6
年
度
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
案
）

（
注
３
）

（
単
位
：
億
円
）

参
考
１
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○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
た
め
、
小
規
模
保
育
支
援
な
ど
の
新
制
度
に
お
け
る
施
設
型
給
付
・
地
域
型
保
育
給
付

に
関
す
る
事
業
や
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
ど
、
新
制
度
に
お
け
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
等
を
先
行
的
に
支
援
す
る
。

Ⅱ
．
保
育
緊
急
確
保
事
業
（
別
添
参
照
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施
行

(2
7年
度
予
定

)を
待
た
ず
に
、
「
緊
急
集
中
取
組
期
間
」

(2
5・

26
年
度

)で
約

20
万
人
分
、
潜
在
ニ
ー
ズ
を

含
め
、
保
育
ニ
ー
ズ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

29
年
度
末
ま
で
に
合
わ
せ
て
約

40
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
し
、
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
す
。

○
消
費
税
財
源
を
活
用
し
て
以
下
を
実
施
し
、
意
欲
あ
る
地
方
自
治
体
を
強
力
に
支
援
。
（
☆
は
Ⅱ
．
保
育
緊
急
確
保
事
業
と
し
て
実
施
）

緊
急
集
中
取
組
期
間

2
5
年
度

2
7
年
度

2
9
年
度

3
1
年
度

新
制
度
ス
タ
ー
ト

２
年
間
前
倒
し

緊
急
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

保
育
ニ
ー
ズ
の
ピ
ー
ク

新
制
度
等
に
よ
る
取
組

取
組
加
速
期
間

市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
期
間
（
2
7
～
3
1
年
度
）

４
０
万
人

２
０
万
人

待
機
児
童
解
消
を
目
指
す

新
制
度
の
下
で
市
町
村
が
実
施
す
る
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
ど
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
等
を
先
行
的
に
支
援
。

２
新
制
度
に
基
づ
く
事
業
の
先
行
的
な
支
援

１
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
推
進
（
上
記
Ⅰ
の
一
部
を
再
掲
。
）

消
費
税
財
源
確
保

○
児
童
養
護
施
設
等
の
受
入
児
童
数
の
拡
大
（
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
の
増
加
へ
の
対
応
）

○
児
童
養
護
施
設
等
で
の
家
庭
的
な
養
育
環
境
（
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
）
の
推
進

Ⅰ
．
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」の
推
進

Ⅲ
．
社
会
的
養
護
の
充
実

■
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

■
一
時
預
か
り
事
業
■
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

■
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実
（
利
用
意
向
を
反
映
し
た
開
所
時
間
延
長
へ
の
対
応
（
小
１
の
壁
の
解
消
）
）

等

※
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進
に
必
要
な
保
育
所
整
備
費
等
は
、
別
途
、
確
実
に
確
保
。

■
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
や
、
認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援
☆

■
保
育
の
量
拡
大
に
対
応
し
た
保
育
所
運
営
費
の
確
保
■
保
育
士
確
保
対
策
（
処
遇
改
善
）
☆
■
利
用
者
支
援
☆

等

※
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進
に
必
要
な
保
育
所
整
備
費
等
に
つ
い
て
、
「
安
心
こ
ど
も
基
金
」
に
て
引
き
続
き
財
政
支
援
を
す
る
。

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
」
の
概
要

所
要
額
（
公
費
）
１
，
８
４
１
億
円
（
国
費
９
８
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
，
３
０
７
億
円
（
国
費
１
，
０
４
３
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
８
０
億
円
（
国
費
４
０
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
，
０
７
４
億
円
（
国
費
３
６
２
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
，
２
３
３
億
円
（
国
費
６
８
１
億
円
）所
要
額
（
公
費
）
２
，
９
９
５
億
円

（
国
費
１
，
３
８
８
億
円
）

参
考
２
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「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
」
の
事
業
内
容

Ⅰ
．
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
推
進

①
保
育
所
運
営
費
（
受
入
児
童
数
の
拡
大
に
必
要
な
経
費
）

保
育
所
運
営
費
に
つ
い
て
、
２
６
年
度
の
受
入
児
童
数
の
拡
大
に
必
要
な
経
費
を
消
費
税
財
源
に
よ
り
確
保
す
る
。

②
小
規
模
保
育
運
営
支
援
事
業

利
用
定
員
６
人
以
上
１
９
人
以
下
の
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て
、
待
機
児
童
解
消
に
向
け
、
新
制
度
の
施
行
を
待
た
ず
に
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
施
設
に
対
し
て
、

運
営
費
の
補
助
を
行
う
。

③
グ
ル
ー
プ
型
小
規
模
保
育
事
業

保
育
士
又
は
研
修
に
よ
り
市
町
村
が
認
め
た
家
庭
的
保
育
者
が
、
保
育
所
等
と
連
携
し
、
自
身
の
居
宅
等
に
お
い
て
複
数
の
家
庭
的
保
育
者
と
協
力
し
な
が
ら
９
人
以

下
（
補
助
者
が
い
る
場
合
は
１
５
人
以
下
）
の
就
学
前
児
童
を
保
育
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

④
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
支
援
事
業

幼
稚
園
を
１
１
時
間
以
上
に
わ
た
り
開
園
し
、
通
常
の
教
育
時
間
の
前
後
や
長
期
休
業
期
間
中
な
ど
に
幼
稚
園
の
園
児
の
う
ち
希
望
者
を
対
象
に
行
う
教
育
活
動
等
を

行
う
私
立
幼
稚
園
に
対
し
、
運
営
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

⑤
家
庭
的
保
育
事
業

保
育
士
又
は
研
修
に
よ
り
市
町
村
が
認
め
た
家
庭
的
保
育
者
が
、
保
育
所
等
と
連
携
し
、
自
身
の
居
宅
等
に
お
い
て
３
人
以
下
（
補
助
者
が
い
る
場
合
は
５
人
以
下
）

の
就
学
前
児
童
を
保
育
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
。

⑦
認
定
こ
ど
も
園
事
業
（
保
育
所
型
）

保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
稚
園
機
能
部
分
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

⑥
認
定
こ
ど
も
園
事
業
（
幼
稚
園
型
）

幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
所
機
能
部
分
等
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

所
要
額
（
公
費
）
６
０
８
億
円
（
国
費
３
０
４
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
２
６
億
円
（
国
費
１
１
３
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
３
．
２
億
円
（
国
費
１
．
６
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
６
億
円
（
国
費
３
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
８
０
億
円
（
国
費
４
０
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
５
２
億
円
（
国
費
２
６
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
６
．
８
億
円
（
国
費
３
．
４
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
，
８
４
１
億
円
（
国
費
９
８
５
億
円
）
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⑧
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業

保
育
士
の
処
遇
改
善
の
た
め
、
保
育
所
運
営
費
の
民
改
費
※
１
を
基
礎
に
上
乗
せ
相
当
額
を
私
立
保
育
所
に
対
し
て
交
付
す
る
。

※
１
民
改
費
（
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
）は
、
保
育
士
等
の
平
均
勤
続
年
数
に
応
じ
た
加
算
率
に
よ
り
私
立
保
育
所
に
対
す
る
運
営
費
を
上
乗
せ
す
る
仕
組
み
。

⑨
保
育
体
制
の
強
化

保
育
に
は
感
染
症
防
止
の
た
め
の
保
育
設
備
の
消
毒
・
清
掃
、
寝
具
の
衛
生
管
理
や
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
の
た
め
の
給
食
管
理
な
ど
の
き
め
細
か
い
対
応
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
保
育
を
支
え
る
た
め
の
周
辺
業
務
（
消
毒
、
清
掃
、
給
食
の
配
膳
・片
付
、
布
団
敷
き
等
）
に
よ
り
保
育
士
に
相
当
の
業
務
負
担
が
生
じ
て
い
る
。

保
育
士
の
負
担
軽
減
を
図
り
、
保
育
士
の
就
業
継
続
・
離
職
防
止
や
質
の
高
い
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
た
め
、
地
域
住
民
や
子
育
て
経
験
者
な
ど
の
地
域

の
多
様
な
人
材
（保
育
支
援
者
（
仮
称
）
）
を
保
育
に
係
る
周
辺
業
務
に
活
用
す
る
場
合
に
、
必
要
な
費
用
を
補
助
す
る
。

⑩
認
可
化
移
行
総
合
支
援
事
業
（
運
営
費
支
援
）

認
可
保
育
所
又
は
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
を
希
望
し
て
お
り
、
か
つ
、
認
可
保
育
所
の
設
備
及
び
職
員
配
置
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
見
込
み
の
あ
る
認
可
外
保

育
施
設
に
関
し
、
運
営
に
要
す
る
費
用
及
び
移
行
に
当
た
っ
て
の
助
言
指
導
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

⑪
認
可
化
移
行
総
合
支
援
事
業
（
調
査
費
）

認
可
外
保
育
施
設
が
認
可
保
育
所
又
は
認
定
こ
ど
も
園
へ
円
滑
に
移
行
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
個
々
の
施
設
に
お
い
て
移
行
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
事
由
を
調

査
・
診
断
す
る
と
と
も
に
、
移
行
の
た
め
の
計
画
書
の
作
成
・
見
直
し
を
行
う
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

⑫
認
可
化
移
行
総
合
支
援
事
業
（
移
転
費
）

立
地
場
所
や
敷
地
面
積
の
制
約
上
、
現
行
の
施
設
で
は
施
設
設
備
面
で
認
可
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
認
可
外
保
育
施
設
の
移
転
に
必
要
な
費
用
を
補
助
す

る
。

⑬
利
用
者
支
援
事
業

教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
の
利
用
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
や
保
護
者
等
か
ら
の
そ
れ
ら
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
い
、
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
等
を
実
施
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

⑭
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

保
育
所
整
備
等
の
促
進
の
た
め
、
土
地
等
所
有
者
と
保
育
所
を
運
営
す
る
法
人
等
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
た
め
の
経
費
の
補
助
を
行
い
、
都
市
部
を
中
心
と
し
た
用
地

不
足
へ
の
対
応
を
図
る
。

所
要
額
（
公
費
）
３
６
７
億
円
（
国
費
２
７
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
７
２
億
円
（
国
費
３
６
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
３
１
億
円
（
国
費
１
１
５
．
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
２
億
円
（
国
費
６
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
０
億
円
（
国
費
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
６
２
億
円
（
国
費
５
４
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
５
億
円
（
国
費
２
．
５
億
円
）
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①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実
（
利
用
意
向
を
反
映
し
た
開
所
時
間
延
長
へ
の
対
応
）

保
育
所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
保
育
所
の
利
用
者
が
就
学
後
も
引
き
続
き
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
１
８
時
半
を
超
え
て
開
所
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
に
対
し
て
、
追
加
的
な
費
用
を
補
助
す
る
。

Ⅱ
．
保
育
緊
急
確
保
事
業

２
新
制
度
に
基
づ
く
事
業
の
先
行
的
な
支
援

１
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の
推
進
（
上
記
Ⅰ
の
①
を
除
く
。
）

②
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

家
庭
や
地
域
に
お
け
る
子
育
て
機
能
の
低
下
や
、
子
育
て
中
の
親
の
孤
独
感
や
負
担
感
の
増
大
等
に
対
応
す
る
た
め
、
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
に
お
い
て
、
地
域
の

子
育
て
中
の
親
子
の
交
流
促
進
や
育
児
相
談
等
を
行
う
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

③
一
時
預
か
り
事
業

家
庭
に
お
い
て
一
時
的
に
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
乳
幼
児
に
つ
い
て
、
保
育
所
そ
の
他
の
場
所
で
一
時
的
に
預
か
り
、
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
に
対

す
る
補
助
を
行
う
。

④
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行

う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
。

⑤
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
の
い
る
す
べ
て
の
家
庭
を
訪
問
し
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
や
養
育
環
境
等
の
把
握
を
行
う
の
に
要
す
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

⑥
養
育
支
援
訪
問
事
業

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
な
ど
に
よ
り
把
握
し
た
、
保
護
者
の
養
育
を
支
援
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
家
庭
に
対
し
て
、
保
健
師
・助
産
師
・
保
育
士
等
が

居
宅
を
訪
問
し
、
養
育
に
関
す
る
相
談
支
援
や
育
児
・
家
事
援
助
な
ど
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

所
要
額
（
公
費
）
１
５
４
億
円
（
国
費
５
１
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
４
２
１
億
円
（
国
費
１
４
０
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
８
６
億
円
（
国
費
９
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
６
９
億
円
（
国
費
２
３
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
６
３
億
円
（
国
費
２
１
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
２
億
円
（
国
費
７
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
２
，
３
０
７
億
円
（
国
費
１
，
０
４
３
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
，
０
７
４
億
円
（
国
費
３
６
２
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
１
，
２
３
３
億
円
（
国
費
６
８
１
億
円
）
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⑩
新
規
参
入
施
設
へ
の
巡
回
支
援
事
業

新
規
参
入
事
業
者
に
対
し
、
事
業
開
始
後
、
当
面
の
間
、
各
市
町
村
に
お
い
て
公
立
保
育
所
の
保
育
士
Ｏ
Ｂ
等
を
活
用
し
た
巡
回
支
援
（
事
業
立
ち
上
げ
支
援
）
を
行
う

た
め
の
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

Ⅲ
．
社
会
的
養
護
の
充
実

①
児
童
入
所
施
設
措
置
費
（
受
入
児
童
数
の
拡
大
分
）

児
童
養
護
施
設
等
の
受
入
児
童
数
や
里
親
の
委
託
児
童
数
の
拡
大
（
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
社
会
的
養
護
が
必
要
な
子
ど
も
の
増
加
へ
の
対
応
）
。

②
児
童
入
所
施
設
措
置
費
（
養
育
環
境
の
整
備
分
）

家
庭
的
な
養
育
環
境
の
推
進
等
の
た
め
に
以
下
事
項
の
拡
充
を
行
う
。

①
児
童
養
護
施
設
等
に
お
い
て
、
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
か
所
数
の
増

②
児
童
養
護
施
設
で
、
本
体
施
設
と
は
別
に
既
存
の
住
宅
等
を
利
用
し
て
一
般
家
庭
に
類
似
し
た
機
能
を
持
つ
中
で
処
遇
を
行
う
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
の
か

所
数
の
増

③
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
や
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
を
賃
借
物
件
（
１
戸
建
て
等
）
で
実
施
し
た
場
合
の
賃
借
費
加
算
に
つ
い
て
、
上
記
増
分
に
応
じ
た
か
所
数

の
増

④
心
的
外
傷
等
を
負
っ
た
児
童
等
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
心
理
療
法
を
必
要
と
す
る
児
童
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
実
施
す
る
心
理
療
法
担
当
職
員
の
増

所
要
額
（
公
費
）
１
３
億
円
（
国
費
４
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
３
０
億
円
（
国
費
１
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
５
０
億
円
（
国
費
２
５
億
円
）

所
要
額
（
公
費
）
８
０
億
円
（
国
費
４
０
億
円
）

⑨
へ
き
地
保
育
事
業

山
間
地
や
離
島
な
ど
の
通
常
の
認
可
保
育
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
地
域
に
お
い
て
、
保
育
を
要
す
る
児
童
を
保
育
す
る
た
め
に
設
置
す
る
へ
き
地
保
育
所
の

運
営
費
の
補
助
を
行
う
。

所
要
額
（
公
費
）
２
４
億
円
（
国
費
１
２
億
円
）

⑧
子
育
て
短
期
支
援
事
業

母
子
家
庭
等
が
安
心
し
て
子
育
て
し
な
が
ら
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
一
定
の
事
由
に
よ
り
児
童
の
養
育
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
児

童
を
児
童
養
護
施
設
等
で
預
か
る
短
期
入
所
生
活
援
助
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
事
業
、
夜
間
養
護
等
（ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
事
業
を
行
う
。

所
要
額
（
公
費
）
７
億
円
（
国
費
２
億
円
）

⑦
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強
化
事
業

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
調
整
機
関
職
員
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
員
（
関
係
機
関
）
の
専
門
性

強
化
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
関
間
の
連
携
強
化
を
図
る
取
組
を
実
施
す
る
。

所
要
額
（
公
費
）
１
５
億
円
（
国
費
５
億
円
）
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「
保
育
緊
急
確
保
事
業
」
に
つ
い
て

事
業
内
容
等

【
事
業
内
容
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
た
め
、
小
規
模
保
育
支
援
な
ど
の
新
制
度
に
お
け
る
施
設
型
給
付
・

地
域
型
保
育
給
付
に
関
す
る
事
業
や
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
ど
、
新
制
度
に
お
け
る
地
域
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業

等
を
先
行
的
に
支
援
す
る
。

【
実
施
主
体
】

市
町
村
（
特
別
区
含
む
）

※
特
定
市
町
村
（待
機
児
童
が
５
０
名
以
上
い
る
市
町
村
）は
、
実
施
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。

施
設
型
給
付
、
地
域
型
保
育
給
付
に
移
行
す
る
事
業
等

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
移
行
す
る
事
業
等

総
事
業
費

２
，
３
０
７
億
円
《
国
１
，
０
４
３
億
円

地
方
１
，
２
６
４
億
円
》

①
小
規
模
保
育
運
営
支
援
事
業

②
グ
ル
ー
プ
型
小
規
模
保
育
事
業

③
へ
き
地
保
育
事
業

④
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
支
援
事
業

⑤
家
庭
的
保
育
事
業

⑥
認
定
こ
ど
も
園
事
業
（
保
育
所
型
）

⑦
認
定
こ
ど
も
園
事
業
（
幼
稚
園
型
）

⑧
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業

⑨
保
育
体
制
の
強
化

⑩
認
可
化
移
行
総
合
支
援
事
業
（
運
営
費
支
援
、
調
査
費
、
移
転
費
）

⑪
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実

（
利
用
意
向
を
反
映
し
た
開
所
時
間
延
長
へ
の
対
応
）

②
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

③
一
時
預
か
り
事
業

④
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

⑤
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

⑥
養
育
支
援
訪
問
事
業

⑦
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強
化
事
業

⑧
子
育
て
短
期
支
援
事
業

⑨
利
用
者
支
援
事
業

⑩
新
規
参
入
施
設
へ
の
巡
回
支
援
事
業

【
補
助
率
１
／
２
】

※
「
⑧
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
」は
、
国
の
補
助
率
３
／
４
。

【
補
助
率
１
／
３
】

【
別
添
】
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待
機
児
童
解
消
関
連
予
算

安
心

こ
ど

も
基

金
【
２

５
補

正
：
１

６
９

億
円

、
２

６
当

初
：
１

，
３

０
１

億
円

】
＜

平
成

２
５

年
度

末
基

金
残

高
見

込
み

：
６

３
２

億
円

＞

◆
保

育
所

等
の

整
備

（
賃

貸
方

式
や

国
有

地
も

活
用

）
［
ハ

コ
］

［
所

要
額

：
約

１
，

８
０

０
億

円
］

＜
保

育
所

等
整

備
費

（
約

１
３

万
人

分
）
＞

（
※

）
プ

ラ
ン

に
参

加
す

る
場

合
は

、
財

政
力

の
あ

る
団

体
も

含
め

補
助

率
嵩

上
げ

保
育

所
（
※

）
、

小
規

模
保

育
（
※

）
、

幼
稚

園
長

時
間

預
か

り
保

育
（
※

）、
家

庭
的

保
育

（
※

）
、

認
可

外
保

育
施

設
認

可
化

（※
）
、

認
定

こ
ど

も
園

◆
保

育
を

支
え

る
保

育
士

確
保

［
ヒ

ト
］

［
所

要
額

：
約

１
３

０
億

円
］

【
３

１
１

億
円

】

＜
保

育
士

確
保

＞
養

成
施

設
卒

業
者

確
保

、
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

＜
資

格
取

得
と

継
続

雇
用

へ
の

支
援

＞
認

可
外

保
育

施
設

従
事

者
の

資
格

取
得

支
援

、
修

学
資

金
貸

付

＜
保

育
士

処
遇

改
善

＞
保

育
士

等
処

遇
改

善
臨

時
特

例
事

業

保
育

体
制

の
強

化

◆
小

規
模

保
育

な
ど

新
制

度
の

先
取

り
等

［
運

営
費

等
］

【
３

７
０

億
円

】
＜

運
営

費
支

援
（
約

６
万

人
分

）
等

＞

小
規

模
保

育
、

グ
ル

ー
プ

型
小

規
模

保
育

、
幼

稚
園

長
時

間
預

か
り

保
育

、
認

可
外

保
育

施
設

認
可

化
、

認
定

こ
ど

も
園

＜
利

用
者

支
援

＞
利

用
者

支
援

事
業

◆
保

育
所

運
営

費
【
２

６
当

初
：
４

，
５

８
１

億
円

】

保
育

緊
急

確
保

事
業

（
内

閣
府

）
【
２

６
当

初
：
１

，
０

４
３

億
円

（
う

ち
、

プ
ラ

ン
分

：
６

８
１

億
円

）
】

◆
こ

の
他

、
事

業
所

内
保

育
施

設
へ

の
支

援
を

実
施

【
労

働
保

険
特

別
会

計
（
５

２
億

円
）
】

児
童

育
成

事
業

費
補

助
金

（
延

長
保

育
等

）
【
年

金
特

別
会

計
（
３

１
４

億
円

】

○
２

６
当

初
予

算
分

（
内

閣
府

計
上

の
保

育
緊

急
確

保
事

業
分

も
含

む
）
：
６

，
９

２
９

億
円

（
下

線
部

分
の

合
計

）

○
加

速
化

プ
ラ

ン
事

業
に

つ
い

て
、

平
成

２
６

年
度

に
お

い
て

は
、

以
下

の
考

え
方

で
予

算
を

確
保

。
・

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

施
行

後
は

施
設

型
給

付
・
地

域
型

保
育

給
付

等
に

移
行

す
る

こ
と

と
な

る
事

業
と

、
保

育
所

運
営

費
の

う
ち

量
拡

大
分

に
つ

い
て

は
、

消
費

税
増

収
分

に
よ

り
確

保
。

［
青

色
網

掛
け

部
分

］
・

整
備

費
や

保
育

士
確

保
対

策
な

ど
保

育
の

基
盤

整
備

を
行

う
事

業
は

、
一

般
財

源
に

よ
り

確
保

。
（安

心
こ

ど
も

基
金

等
）

［
赤

色
網

掛
け

部
分

］

（
参

考
１

）
平

成
２

４
年

度
予

備
費

に
お

い
て

保
育

所
等

の
整

備
費

、
平

成
２

５
年

度
予

算
に

お
い

て
保

育
所

運
営

費
で

そ
れ

ぞ
れ

、
７

万
人

増
分

の
経

費
を

計
上

（
参

考
２

）
認

定
こ

ど
も

園
の

幼
稚

園
・
幼

稚
園

機
能

部
分

の
整

備
費

等
に

つ
い

て
は

、
別

途
、

文
科

省
に

て
安

心
こ

ど
も

基
金

に
積

み
増

し
。

（
H

2
5
補

正
：
3
9
億

円
、

H
2
6
当

初
：
1
8
3
億

円
）

＜
２

６
量

拡
大

分
（
約

７
万

人
増

）
＞

【
３

０
４

億
円

】
＜

従
来

分
（
２

５
年

度
ま

で
の

措
置

分
）
＞

（
注

）
金

額
は

国
費

ベ
ー

ス
参
考
３
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安
心
こ
ど
も
基
金
の
積
み
増
し
に
つ
い
て

２
６

年
度

当
初

予
算

（
案

）
１

，
３

０
１

億
円

「
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
」
を

推
進

す
る

た
め

、
各

都
道

府
県

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
安

心
こ

ど
も

基
金

」
に

つ
い

て
、

所
要

額
の

積
み

増
し

を
行

う
。

・
保

育
所

緊
急

整
備

事
業

・
賃

貸
物

件
に

よ
る

保
育

所
整

備
事

業
・
家

庭
的

保
育

改
修

等
事

業
（改

修
費

、
賃

借
料

補
助

）
・
認

可
化

移
行

総
合

支
援

事
業

（整
備

費
支

援
（
改

修
費

、
賃

借
料

補
助

）
等

）
・
幼

稚
園

預
か

り
保

育
整

備
事

業
・
小

規
模

保
育

設
置

促
進

事
業

・
認

定
こ

ど
も

園
整

備
費

・
民

有
地

マ
ッ

チ
ン

グ
事

業
（都

道
府

県
分

）
・
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

整
備

事
業

保
育
の
量
拡
大
の
た
め
の
保
育
所
等
の
整
備

・
保

育
士

研
修

等
事

業
（保

育
の

質
の

向
上

の
た

め
の

研
修

事
業

等
）

・
新

規
卒

業
者

の
確

保
、

就
業

継
続

支
援

、
保

育
士

・保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
・
認

可
外

保
育

施
設

保
育

士
資

格
取

得
支

援
、

修
学

資
金

貸
付

・
職

員
用

宿
舎

借
上

げ
支

援
・
保

育
教

諭
確

保
の

た
め

の
併

有
促

進
事

業
・
幼

稚
園

教
諭

免
許

状
を

有
す

る
者

及
び

保
育

所
等

従
事

者
の

保
育

士
資

格
取

得
支

援
事

業

・
家

庭
的

保
育

者
等

研
修

事
業

※
保

育
緊

急
確

保
事

業
と

し
て

、
処

遇
改

善
と

保
育

体
制

の
強

化
を

実
施

保
育
を
支
え
る
保
育
士
等
確
保
対
策

【
参

考
】

２
５

年
度

補
正

予
算

（案
）

１
６

９
億

円

※
補

正
計

上
額

１
６

９
億

円
は

、
事

業
の

実
施

に
必

要
と

な
る

所
要

額
８

０
１

億
円

に
対

し
、

平
成

２
５

年
度

末
時

点
で

見
込

ま
れ

る
基

金
の

残
高

６
３

２
億

円
を

活
用

し
た

上
で

さ
ら

に
必

要
と

な
る

も
の

。

「
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
」
等

を
推

進
す

る
た

め
、

基
金

を
積

み
増

し
・
延

長
（
２

６
年

度
末

ま
で

）

※
 待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
当

初
予

算
と

一
体

的
に

措
置

。

○
「
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
」
の

推
進

・
待

機
児

童
解

消
を

目
指

す
保

育
所

等
の

整
備

（
一

部
）

・
小

規
模

保
育

、
幼

稚
園

に
お

け
る

長
時

間
預

か
り

保
育

な
ど

、
新

制
度

の
先

取
り

・
認

可
を

目
指

す
認

可
外

保
育

施
設

へ
の

支
援

等

○
社

会
的

養
護

の
推

進
・
児

童
養

護
施

設
等

の
小

規
模

化
に

必
要

な
改

修

○
不

妊
に

悩
む

方
へ

の
特

定
治

療
支

援
事

業
の

充
実

・
配

偶
者

間
の

不
妊

治
療

に
要

す
る

費
用

の
一

部
を

助
成

・
制

度
の

見
直

し
が

円
滑

に
施

行
さ

れ
る

よ
う

、
対

象
者

や
医

療
機

関
等

に
対

す
る

周
知

や
施

行
の

た
め

の
準

備
経

費
を

助
成
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妊
娠
・
出
産
包
括
支
援

モ
デ
ル
事
業
【
新
規
】

〈 不 妊 に 悩 む 方 へ の 支 援 の 強 化 〉〈 不 妊 に 悩 む 方 へ の 支 援 の 強 化 〉

地
域
に
お
け
る
切
れ
目
な
い
妊
娠
・
出
産
支
援
の
強
化

妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
主
な
課
題

対
応

核
家
族
化
や
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄

化
等
に
よ
り
、
祖
父
母
等
に
よ
る
支
援
等

を
受
け
ら
れ
ず
、
相
談
相
手
も
い
な
い
た

め
妊
産
婦
が
家
庭
や
地
域
で
孤
立
し
て

い
る

妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て

相
談
先
が
わ
か
り
に
く
い
、
相
談
し
や
す

い
体
制
が
な
い

様
々
な
機
関
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
用
意
さ

れ
て
い
る
が
、
個
々
人
の
状
況
に
即
し
た

サ
ー
ビ
ス
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
ら
な
い

不
妊
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
に
つ
い
て

相
談
先
が
わ
か
り
に
く
い
、
不
妊
治
療
に

係
る
精
神
的
ス
ト
レ
ス
等
の
心
の
問
題
に

つ
い
て
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い

晩
婚
化
、
不
妊
に
関
す
る
知
識
不
足
、

治
療
開
始
の
遅
れ
な
ど
に
よ
り
、
必
ず
し

も
安
心
・
安
全
な
出
産
に
つ
な
が
っ
て

い
な
い

産
院
を
退
院
し
た
直
後
に
お
い
て
、
健
康

面
の
悩
み
や
育
児
へ
の
不
安
な
ど
に
対

す
る
支
援
が
不
足
し
て
い
る

助
産
師
等
に
よ
る
相
談
支
援
や
、
シ
ニ
ア
世

代
が
話
し
相
手
と
な
る
等
の
支
援
に
よ
り
、
妊

産
婦
の
孤
立
感
の
解
消
を
図
る

個
々
人
の
状
況
に
応
じ
て
、
地
域
の
各
種

サ
ー
ビ
ス
等
を
組
み
合
わ
せ
、
必
要
な
支
援

に
つ
な
げ
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知
や
、
対
応

力
の
向
上
を
図
り
、
地
域
に
お
け
る
相
談
・

支
援
拠
点
の
体
制
を
充
実
す
る

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
の
周
知
や
、
使
い

や
す
さ
の
向
上
、
専
門
的
な
相
談
へ
の
対
応

力
の
向
上
を
図
る

よ
り
安
心
・
安
全
な
妊
娠
・
出
産
に
資
す
る
よ

う
、
医
学
的
な
情
報
の
提
供
の
あ
り
方
や
不

妊
治
療
の
助
成
範
囲
を
見
直
す

産
後
に
宿
泊
・
日
帰
り
等
に
よ
る
乳
房
ケ
ア
・

心
身
の
ケ
ア
や
休
養
等
の
支
援
を
行
う

産
前
・
産
後

サ
ポ
ー
ト
事
業

【
新
規
】
２
．
２
億
円

産
後
ケ
ア
事
業

【
新
規
】
４
．
９
億
円

産 後出 産妊 娠結 婚結 婚 前

妊 娠 ・ 出 産 に

関 す る 正 し い

知 識 の 普 及

が 必 要

健 康 面 の

サ ポ ー ト が

必 要

周 辺 環 境 や

情 報 面 の サ

ポ ー ト が 必 要

※
「
日
本
再
興
戦
略
」
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」
、
「
少
子
化
危
機
突
破
の
た
め
の
緊
急
対
策
」
、
「
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
報
告
書
」
に
位
置
付
け

少
子
化
対
策
と
し
て
、
「
子
育
て
支
援
」
「
働
き
方
改
革
」
に
加
え
、
「
地
域
に
お
け
る
切
れ
目
な
い
妊
娠
・出
産
支
援
の
強
化
」
を
図
る
。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

母
子
保
健

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

【
新
規
】
１
．
０
億
円

〈 妊 娠 ・ 出 産 に 係 る

相 談 ・ 支 援 の 強 化 〉

不
妊
専
門
相
談

セ
ン
タ
ー
事
業

【
拡
充
】
０
．
１
億
円

女
性
健
康
支
援

セ
ン
タ
ー
事
業

【
拡
充
】
０
．
３
億
円

不
妊
に
悩
む
方
へ

の
特
定
治
療
支
援

事
業

〖
補
正
予
算
案
に
計
上
〗

１
３
２
億
円

当
初
予
算
案

８
．
５
億
円

補
正
予
算
案
（
所
要
額
）
１
３
２
億
円

参
考
４

-21-



妊
娠
・
出
産
に
か
か
る
相
談
・
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
連
携
強
化
（
モ
デ
ル
事
業
の
イ
メ
ー
ジ
）

○
地
域
特
性
や
サ
ー
ビ
ス
資
源
に
応
じ
た
、
よ
り
よ
い
組
み
合
わ
せ
な
ど
を
モ
デ
ル
事
業
に
よ
り
検
証
し
、
全
国
展
開
を
目
指
す
。

・
地
域
ご
と
に
、
様
々
な
機
関
の
関
係
者
が
機
能
の
連
携
・
情
報
の
共
有
を
図
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
総
合
的
相
談
や

支
援
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
行
え
る
よ
う
、
母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置

・
既
存
の
支
援
に
欠
け
て
い
る
産
後
ケ
ア
事
業
と
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
組
み
入
れ

地
域
に
お
け
る

モ
デ
ル
事
業
の

展
開

支 援 者 の 把 握 サ ー ビ ス 提 供

悩
み
を
相
談
し
た
い
・
・
・

個
々
人
に
即
し
た
支
援
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
関
係
機
関
に
つ
な
ぐ
！

産
後
ケ
ア
事
業
【
新
規
】

心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト

等
き
め
細
か
い
支
援
を
行
う

医
療
機
関

に
よ
る
ケ
ア

妊
婦

健
診

乳
児
家
庭

全
戸
訪
問

事
業

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児子 育 て 支 援 策

妊 娠 に 関 す る

普 及 啓 発

乳
幼

児
健
診

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
【
新
規
】

助
産
師
等
に
よ
る
相
談
支
援
や
、
シ
ニ
ア
世
代
が
話
し
相
手
と
な
る
等
の
支
援
に
よ
り
、
妊
産
婦
の

孤
立
感
の
解
消
を
図
る

両
親

学
級
等

母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
【
新
規
】

①
妊
産
婦
や
家
族
の
支
援
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
情
報
提
供

②
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
か
つ
、
継
続
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
関
係
機
関

と
調
整
し
必
要
な
支
援
に
つ
な
ぐ

③
必
要
に
応
じ
て
、
定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
市
町

村
保
健
セ
ン
タ
ー
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

に
保
健
師
・
助
産
師
等
を
配
置

サ ー ビ ス の 調 整

○
身
近
で
は
相
談
し
づ
ら
い
人
工
妊
娠
中
絶
、
心
の
問
題
、
婦
人
科
疾
患
、

更
年
期
障
害
、
不
妊
等
の
相
談

○
そ
の
他
、
医
療
機
関
へ
の
紹
介
な
ど
、
幅
広
い
相
談
へ
の
対
応

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー

○
不
妊
症
・
不
育
症
問
題
を
抱
え
る
夫
婦
に
対
す
る
専
門
的
相
談

○
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
へ
の
心
の
ケ
ア
の
相
談

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

母
子
健
康
手
帳
配
布
・
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
等
の
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス

〈
対
応
力
の
強
化
〉

・
相
談
員
の
研
修
会
【
新
規
】

〈
利
便
性
の
強
化
〉

・
全
国
統
一
番
号
の
新
設
【
新
規
】

・
学
習
会
の
開
催
【
新
規
】

〈
利
便
性
の
強
化
〉

・
土
日
等
の
講
習
会
等
の
実
施

【
新
規
】

〈
対
応
力
の
強
化
〉

・
相
談
員
の
研
修
会
【
新
規
】

・
関
係
機
関
と
の
連
絡
会
議
【新
規
】

-22-



不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の
充
実

妊
娠
・
出
産
に
伴
う
リ
ス
ク
が
相
対
的
に
少
な
い
年
齢

特
定
不
妊
治
療
に
よ
り
出
産
に
至
る
確
率
が
よ
り
高
い
年
齢

長
期
間
に
わ
た
る
治
療
に
よ
る
身
体
面
・
精
神
面
へ
の
負
担
に
も
配
慮

《
基
本
的
考
え
方
》

《
助
成
対
象
範
囲
の
見
直
し
》

現
行

見
直
し
後

年
齢
制
限

年
齢
制
限
な
し

４
３
歳
未
満

年
間
助
成
回
数

年
間
２
回

（
初
年
度
３
回
）

制
限
な
し

通
算
助
成
回
数

通
算
１
０
回

４
０
歳
未
満
通
算
６
回

４
３
歳
未
満
通
算
３
回

通
算
助
成
期
間

通
算
５
年

制
限
な
し

に
必
要
な
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

○
平
成
２
６
年
度
か
ら
新
規
に
助
成
を
受
け
る
方
の

う
ち
、
４
０
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
後

の
制
度
を
適
用

○
左
記
助
成
対
象
範
囲
の
見
直
し
内
容
等
を
含
め

た
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
、
円
滑
に
施
行
さ
れ
る

よ
う
、
都
道
府
県
等
に
対
し
、
対
象
者
や
医
療
機
関

等
に
対
す
る
周
知
や
、
施
行
の
た
め
の
準
備
に
要

す
る
経
費
を
補
助

※
助
成
対
象
範
囲
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
平
成

２
８
年
度
か
ら
実
施

平
成
２
５
年
度
補
正
予
算
（
案
）の
概
要

所
要
額
１
３
２
億
円

補
正
予
算
案
に
よ
り
安
心
こ
ど
も
基
金
で
実
施
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１
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
対
す
る
医
療
費
助
成
（
※
）

○
裁
量
的
補
助
金
→
義
務
的
な
経
費
と
し
て
の
公
費
負
担
医
療

○
医
療
費
助
成
の
対
象
疾
患
の
拡
大

対
象
疾
患
数

５
１
４
疾
患

→
約
６
０
０
疾
患
（
対
象
と
な
る
候
補
の
疾
患
数
）

○
受
給
者
数
：
約
１
１
．
０
万
人

→
約
１
４
．
８
万
人
（
平
成
２
７
年
度
試
算
）

○
給
付
水
準
の
見
直
し

２
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
自
立
支
援
等

○
慢
性
疾
患
児
童
地
域
支
援
協
議
会
運
営
事
業

地
域
の
関
係
機
関
、
支
援
策
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
及
び
支
援
の
連
携
を
協
議
会
で
実
施
す
る
。

○
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
自
立
支
援
事
業
（
※
）

幼
少
期
か
ら
慢
性
疾
患
に
罹
患
し
て
い
る
た
め
、
学
校
生
活
で
の
教
育
や
社
会
性
の
涵
養
に
遅
れ
が
見
ら
れ
、
自
立
を
阻
害
さ

れ
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
、
地
域
に
よ
る
支
援
の
充
実
に
よ
り
自
立
促
進
を
図
る
。

※
現
在
実
施
し
て
い
る
療
育
指
導
事
業
は
、
平
成
２
７
年
１
月
に
本
事
業
に
移
管

○
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

日
常
生
活
を
営
む
の
に
著
し
く
支
障
の
あ
る
在
宅
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
に
対
し
、
日
常
生
活
用
具
を
給
付
す
る
こ
と
で
、

日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
。

３
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
研
究
推
進

○
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
研
究
に
資
す
る
患
児
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
内
容
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
医
師
が
直
接
登

録
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
、
そ
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
及
び
デ
ー
タ
提
供
の
た
め
の
体
制
の
整
備
を

行
う
。

（
平
成

25
年
度
予
算
）

（
平
成

26
年
度
予
算
案
）

1
3
,0
12
百
万
円

→
1
3
,
8
66
百
万
円

小
児
慢
性
特
定
疾
病
対
策
関
係
予
算
に
つ
い
て

※
一
部
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
１
月
実
施
を
予
定
し
て
い
る
。

参
考
５
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ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
体
制
の
強
化
（
８
．
２
億
円
）

③
支
援
施
策
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
利
用
が
低
調

②
地
域
に
よ
り
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
実
施
状
況
に

ば
ら
つ
き
が
あ
る

④
多
く
が
非
正
規
雇
用
で
働
い
て
お
り
、
稼
働

所
得
が
少
な
い
た
め
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た

就
業
支
援
が
必
要

⑥
親
と
の
離
別
経
験
や
将
来
へ
の
不
安
、
親
へ
の

気
遣
い
な
ど
特
有
の
悩
み
を
持
つ
子
ど
も
へ
の

支
援
が
必
要

⑤
ひ
と
り
で
仕
事
と
子
育
て
を
両
立
す
る
に
は
、

子
育
て
・
生
活
支
援
の
充
実
が
不
可
欠

①
相
談
支
援
体
制
が
不
十
分
（
多
岐
に
わ
た
る
課

題
を
把
握
・
整
理
し
、
適
切
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
）

⑦
貧
困
率
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
子
ど
も

が
い
る
現
役
世
帯
の
「
大
人
が
一
人
」
の
相
対

的
貧
困
率

５
０
．
８
％
）

○
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
整
備

母
子
自
立
支
援
員
に
加
え
新
た
に
就
業
支
援
専
門
員
を
配
置
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の

相
談
窓
口
で
適
切
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
総
合
的
・
包
括
的

な
支
援
を
実
施
（
１
０
９
か
所
）

○
支
援
施
策
に
関
す
る
広
報
啓
発
活
動
の
強
化

○
国
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
支
援

地
方
自
治
体
の
支
援
体
制
の
検
証
、
好
事
例
の
全
国
展
開

等

総
合
的
な
支
援
の
枠
組
み
の
構
築
【
新
規
】
２
．
９
億
円

○
身
近
な
地
域
で
の
事
業
の
充
実
強
化

（
１
）
就
業
支
援
講
習
会
の
拡
充
、
相
談
関
係
職
員
の
研
修
等
の
充
実

（
２
）
個
々
の
状
況
に
即
し
た
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
の
拡
充

（
３
）
就
職
活
動
等
の
際
の
生
活
援
助
や
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
の
拡
充

就
業
支
援
関
連
事
業
等
の
充
実
強
化

２
．
５
億
円

○
子
ど
も
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
児
童
訪
問
援
助
員
（
ホ
ー
ム
フ
レ
ン
ド
）
の

派
遣
の
拡
充

○
子
ど
も
の
心
に
寄
り
添
う
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
つ
つ
、
学
習
意
欲
の

喚
起
や
教
科
指
導
等
を
行
う
学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
の
拡
充

子
ど
も
へ
の
支
援
の
推
進
（ピ
ア
・サ
ポ
ー
ト
、
学
習
支
援
）
２
．
７
億
円

ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
に
関
す
る
主
な
課
題

ひ
と
り
親
家
庭
そ
れ
ぞ
れ
の
様
々
な
課
題
に
対
し
、
適
切
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
組
み
合
わ
せ
て
総
合
的
・
包
括
的
な
支
援
を
行
う
。

（
１
）
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
整
備

自
治
体
の
規
模
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
な
ど
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
相
談
窓
口
の
構
築
を
推
進
好
事
例
を
全
国
展
開
。

（
２
）
支
援
施
策
の
充
実
強
化

①
転
職
・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支
援
等
の
就
業
支
援
関
連
事
業
等
の
充
実
強
化

②
子
ど
も
に
対
す
る
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
を
伴
う
学
習
支
援
の
推
進

※
「
日
本
再
興
戦
略
」
に
お
い
て
、
女
性
が
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
「
母
子
家
庭
の
母
等
へ
の
就
業
支
援
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

※
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
貧
困
率
の
高
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
施
策
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

支 援 施 策 の 充 実 強 化具
体
的
施
策

参
考
６

-25-



就
業
支
援
専
門
員

母
子
自
立
支
援
員

【
新
規
】

○
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
－
等
に
よ
る
養
育
費
相
談

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付

な
ど

○
就
業
支
援
講
習
会
の
拡
充

○
相
談
関
係
職
員
の
資
質
向
上

○
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
と
の
定
期
的
な
連
絡
調
整
や
同
行

支
援
な
ど

○
能
力
開
発
等
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給

な
ど

○
子
育
て
・
生
活
支
援

・
就
職
活
動
等
の
際
の
保
育
サ
ー
ビ
ス

【
拡
充
】

・
保
育
所
の
優
先
入
所

・
母
子
生
活
支
援
施
設
の
利
用

な
ど

就
業
支
援

子
育
て
・
生
活
支
援

養
育
費
の
確
保
、
経
済
的
支
援

総
合
的
な
支
援
の
た
め

の
相
談
窓
口
の
整
備

（
市
レ
ベ
ル
）

【
拡
充
】

【
拡
充
】

【
拡
充
】

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援

○
自
治
体
の
規
模
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
な
ど
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
相
談
窓
口
の
構
築
を
推
進

○
就
業
を
軸
と
し
た
的
確
な
支
援
の
提
供

○
支
援
施
策
の
広
報
啓
発
活
動
の
実
施

適
切
な

支
援
メ

ニ
ュ
ー

の
組
み

合
わ
せ

【
拡
充
】

《個
々
の
状
況
に
対
応
す
る
就
業
支
援
の
充
実
》

《ひ
と
り
で
担
う
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
の
充
実
》

好
事
例
を
全
国
展
開

○
ピ
ア
･
サ
ポ
ー
ト
、
学
習
支
援

・
児
童
訪
問
援
助
員
(ﾎ
ｰﾑ
ﾌﾚ
ﾝ
ﾄﾞ
)の
派
遣

・
学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

子
ど
も
へ
の
支
援

《特
有
の
悩
み
を
持
つ
子
ど
も
へ
の
支
援
の
充
実
》 【
拡
充
】

【
拡
充
】
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被
災
し
た
子
ど
も
の
健
康
・
生
活
対
策
等
総
合
支
援
事
業
（
子
育
て
支
援
対
策
費
補
助
金
）

２
６
年
度
予
算
（
案
）
：
４
０
億
円

被
災
地
の
子
ど
も
は
心
の
ケ
ア
を
必
要
と
し
た
り
、
遊
び
場
が
少
な
く
安
心
し
て
過
ご
せ
る
場
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
安
心
こ
ど
も
基

金
の
活
用
に
よ
り
、
被
災
地
に
お
け
る
子
ど
も
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
子
ど
も
の
心
の
ケ
ア
、
遊
び
場
確
保
等
の
取
組
を
支
援

し
て
き
た
。

し
か
し
、
避
難
の
長
期
化
に
伴
い
、
子
ど
も
の
健
康
面
へ
の
影
響
、
そ
の
他
新
た
な
課
題
も
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
復
興
大
臣
の
も
と
に
設
置
さ
れ

た
「
被
災
者
に
対
す
る
健
康
・
生
活
支
援
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
（
※
）
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
被
災
し
た
子
ど
も
へ
の
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、

仮
設
住
宅
に
住
む
子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
居
場
所
づ
く
り
事
業
や
子
育
て
世
帯
を
訪
問
し
心
身
の
健
康
に
関
す
る
相
談
・
支
援
を

行
う
事
業
の
創
設
、
子
ど
も
の
心
の
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
体
の
ケ
ア
に
も
拡
大
、
遊
具
の
設
置
等
に
つ
い
て
対
象
を
被
災
３
県
に
拡
大
す
る
な
ど
、
総

合
的
な
支
援
を
図
る
こ
と
と
し
、
自
治
体
の
主
体
的
か
つ
弾
力
的
な
事
業
運
営
が
可
能
な
統
合
補
助
金
と
し
て
再
編
。
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

会
計
に
計
上
）

１
．
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
へ
の
支
援
に
つ
い
て

※
「
被
災
者
に
対
す
る
健
康
・
生
活
支
援
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
（
平
成
2
5
年
1
1
月
13
日
設
置
）
に
つ
い
て

避
難
の
長
期
化
に
よ
り
被
災
者
の
健
康
面
を
中
心
と
し
た
影
響
等
が
懸
念
さ
れ
る
中
、
復
興
大
臣
の
も
と
に
関
係
府
省
か
ら
な
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
、

被
災
地
の
現
場
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
現
状
と
具
体
的
な
課
題
を
総
合
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
避
難
の
長
期
化
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
実
情
と
い
っ
た
現
場
主
義
の

視
点
に
立
脚
し
検
討
、
既
存
施
策
の
点
検
を
実
施
。

（
１
）
子
ど
も
健
や
か
訪
問
事
業
【
新
規
】

仮
設
住
宅
で
長
期
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
も
つ
家
庭
等
を
訪
問
し
、
心
身
の
健
康
に
関
す
る
相
談
な
ど
を
行
う
。

（
２
）
仮
設
住
宅
に
住
む
子
ど
も
が
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
事
業
【
新
規
】

仮
設
住
宅
の
共
有
建
物
の
一
部
や
入
居
者
が
い
な
い
仮
設
住
宅
等
を
改
修
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仮
設
住
宅
で
長
期
間
生
活
し
て
い
る
子
ど
も
が
安
心
し
て

い
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。

（
３
）
遊
具
の
設
置
や
子
育
て
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

【
継
続
・
拡
充
】
※
対
象
範
囲
を
福
島
県
か
ら
被
災
３
県
に
拡
大

児
童
館
や
体
育
館
な
ど
へ
大
型
遊
具
等
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
、
子
ど
も
が
の
び
の
び
と
遊
べ
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
。

（
４
）
親
を
亡
く
し
た
子
ど
も
等
へ
の
相
談
・
援
助
事
業
【
継
続
・
拡
充
】
※
心
の
ケ
ア
に
加
え
、
体
の
ケ
ア
に
関
す
る
相
談
・
援
助
も
行
う
よ
う
対
象
を
拡
大

被
災
し
た
子
ど
も
に
対
す
る
心
と
体
の
ケ
ア
に
関
す
る
相
談
・
援
助
。

（
５
）
児
童
福
祉
施
設
等
で
の
給
食
検
査
【
継
続
】

児
童
福
祉
施
設
等
が
提
供
す
る
給
食
の
更
な
る
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
の
取
り
組
み
を
支
援
。

（
６
）
保
育
料
等
の
減
免
に
対
す
る
支
援
【
継
続
】

東
日
本
大
震
災
に
伴
い
保
育
料
等
を
減
免
し
た
市
町
村
等
に
対
す
る
支
援
を
実
施
。

２
．
対
象
事
業
の
概
要

参
考
７

-27-


